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久留米市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進協議会 令和２年度 第５回会議 会議要旨 

日時 令和２年１２月２３日（水） １９:００～１９:４５ 

場所 久留米医師会館 教室１ 

出席者 

委 員：松本会長、古村副会長、岡委員、杉本委員、真木委員、中原委員、 

重永委員、山田委員、後藤委員、縄崎委員、岩坂委員、古賀委員、 

豊福委員、中園委員、佐藤委員 

事務局：・長寿支援課 野口課長、小山補佐、古賀補佐、合戸補佐、山田、上野 

・介護保険課 藤木課長、田原主幹、淵上主査、城戸、佐藤 

欠席者 今里委員、柴田委員、濵本委員、永江委員、吉永委員、永野委員 

傍聴者 ４名 

議事 

次第 

１ 開会 

２ 協議事項 

（１） 第８期計画（素案）について 

① 素案のポイント 

② 成果指標（案） 

③ 事業目標指標（案） 

④ 保険料の見通し 

３ 報告事項 

（１）今後の計画策定スケジュールについて 

４ その他 

５ 閉会 

議 事 

 

１ 開会 

 

 

２ 協議事項 

(1)第８期計画（素案）

について 

①素案のポイント 

 

＜会長＞ 

 

＜委員＞ 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

＜会長＞ 

 

＜委員＞ 

 

 

これより、令和２年度第５回計画推進協議会を開催します。 

（松本会長より開会挨拶） 

 

２ 協議事項（１）第８期計画（素案）についてのうち、「①素案のポイント」に

ついて、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局より資料３、４に基づき説明） 

 

素案のポイントについて、何かご意見質問等ございませんか。 

 

計画策定の背景と目的で、重層的な支援体制の整備が書いてあるが、初めての言

葉なので、注釈をお願いしたい。例えば、資料３の１２ページにはかなり詳しく重

層的支援体制について書かれているので、この辺りも含め、注釈をお願いする。 

 

最終案を作るタイミングで注釈を加えたい。 

 

 他に何かありますか。 

 

 資料３の２ページについて、男女共同参画行動計画が今年度、高齢者福祉計画と

一緒に改訂になる。 
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＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜委員＞ 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

＜委員＞ 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会長＞ 

 

＜委員＞ 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

＜委員＞ 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

２ページのイメージ図の、「くるめ支えあうプラン」の上に、子どもの笑顔プラ

ンなどと一緒に、男女共同参画行動計画も加えて欲しい。 

 

 他の計画との関係イメージ図の中で「くるめ支えあうプラン」が土台となる計画

を列記している。 

男女共同参画行動計画は、市のその他計画の中に入れているという整理にしてい

る。 

但し、男女共同参画の視点は非常に重要という認識をしており、このイメージ図

の上部の説明文の中では、市民との協働や人権尊重に加え、男女共同参画の視点を

今回新たに加えており、十分認識したうえで策定を進めている。 

 

 高齢者問題は女性問題と言われるくらい、高齢女性の貧困の問題とか、高齢女性

のＤＶの問題とか、そういうことも、この計画の中にもあり、女性の視点でいろん

な施策がなされている。このイメージ図に男女共同参画行動計画を入れて欲しいと

いう気持ちは持っている。 

 

ご意見を踏まえ、担当部局と整理の仕方について詰めていきたい。 

 

資料４の７番、市町村特別給付の実施について、介護用品支給事業は、第１号保

険料のほか国や県からの交付金が使われてきたが、８期計画からは第１号保険料の

みに変わっている。国や県からの交付金が得られなくなることで、内容が縮小する

とか、そういうイメージで捉えてしまうところがある。その点について教えて欲し

い。 

 

 介護用品の支給事業は、これまで地域支援事業という枠組みで、国や県の交付金

も活用しながら事業を進めてきたところ。地域支援事業の見直しがあっており、国

から地域支援事業は家族介護の支援につながるものにするということで、介護用品

支給事業が対象外になっている。 

一方、市としては、在宅の高齢者に対して介護用品の補助を行っており、この事

業を継続したいと思っている。事業の財源が特別給付という形で第１号被保険者の

保険料になるが、この計画に盛り込み、ご理解いただいたうえで、来年度以降も対

象者等は大きな変更はないところで、事業を進めさせていただきたいと考えてい

る。 

 

 ほかに何か。 

 

 コロナワクチン接種に関して、厚生労働省から何か情報は届いているのか。 

 

 担当は別の部署になるが、コロナワクチンの接種について、久留米市ではプロジ

ェクトでチームを作り、準備を進めている。なお、厚生労働省から詳細な情報が提

供されたということは把握していない。 

 

 ４０ページの成年後見推進事業の中核機関について、進捗状況、概ねで構わない

ので、いつ頃スタートするのか予定を教えて欲しい。 

 

 成年後見センターは、現在、社会福祉協議会に委託している。中核機関について

は、受任調整のデモ会議等やりながら機能の整理を行っているところであり、成年

後見センターを中心に来年度の中途から設置する方向で進めたいと考えている。 
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②成果指標（案） 

③事業目標指標（案） 

 

 

 

＜会長＞ 

 

＜委員＞ 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

＜会長＞ 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜委員＞ 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

＜会長＞ 

④保険料の見通し 

 

 

 

 

       

ほかに何かご質問は。無ければ、協議事項「②成果指標（案）及び③事業目標指

標（案）」についてお願いします。 

 

（事務局より資料５、６に基づき説明） 

 

ただいまのご報告につきまして何かご意見はありませんか。 

 

 資料６の第６章認知症施策の推進で、サポーター養成人数は順当に増えているけ

れども、することもなくてという反省があったと思う。どのような形で、認知症サ

ポーターを活躍の場を広げていくのかを教えてもらいたい。 

 

 認知症サポーターは、講座を受けたあと、それぞれの立場、状況で支援をしてい

ただくもの。こちらについては、引き続き取り組んでいきたいと思っている。 

一方で、サポーターになったけど、積極的に動いていきたい、動いていこうとい

う方に対する取り組みができていなかったということで、今回新たな取り組みを進

めようというところ。 

その取り組みについて、まだ動きが見えていない部分もあるため、指標としては

引き続きサポーター養成の人数を設定している。 

今後、９期に向けては、その先の取り組みについて、指標に設定することができ

るのではないかと考えている。 

 

 活躍の場に関してのビジョンはどうか。 

 

 資料３の３７ページ、認知症施策の推進の認知症サポーター、キャラバン・メイ

トの養成の一番後段の部分、「さらに」というところから、認知症サポーターのス

テップアップ研修を実施し、ステップアップ研修を受けた方が認知症の人やその家

族の支援ニーズに合った具体的な活動につなげる仕組みづくりに取り組むという

記載をしている。 

次期計画では、認知症サポーターの更なる活躍の場を作っていきたいということ

で、取り組む方向性を示しているところ。 

 

 認知症の人は久留米市全域におり、サポーターが多くいることは非常に心強い

が、地域では色々な会議、支えあいの仕組みができていると思う。 

例えば、３０ページの支えあいの仕組みづくりのところに、支え合い推進会議が

あるが、この中で認知症サポーターも一緒に活躍してもらうとか、地域福祉課と一

緒になって長寿支援課もしてもらえたらいいと思うが。 

 

 支え合い推進会議は、住民の皆さんが、地域の中で高齢者に対する生活支援とし

て、何が必要なのかを話し合って、その中でどれに取り組むかということも含めて

住民主体でやっていくこととして進められている。 

この中で、認知症の人への支援が必要だということになれば、長寿支援課、地域

福祉課が連携しながら、その課題に取り組んでいく形になっている。 

 

ほかに何かご質問とかご意見とかございませんか。無ければ、続いて「④保険料

の見通し」について説明をお願いします。 

 

 （事務局より資料７に基づき説明） 
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＜会長＞ 

 

＜委員＞ 

 

＜事務局＞ 

 

 

＜会長＞ 

 

＜事務局＞ 

 

３ 報告事項 

（１）今後の計画策定

スケジュールについて 

 

 

＜会長＞ 

 

＜委員＞ 

 

＜事務局＞ 

 

 

＜会長＞ 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜会長＞ 

 

＜委員＞ 

 

＜事務局＞ 

 

 

＜会長＞ 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

只今のご報告について、ご意見、ご質問ございましたら。 

 

 保険料率とその基準は、最終的には条例で定めることになるのか。 

 

 ご質問のとおり、介護保険条例を市で定めており、その中で基準額等定めること

になる。３月議会で条例の改正を行う予定にしている。 

 

 介護保険料の改正額は３月に決まるのか。 

 

 最終的な確定は、条例改正後になる。 

 

 ほかに何か。今の協議事項全般について何かご意見は。無ければ、３ 報告事項、

「今後の計画策定スケジュールについて」お願いします。 

 

（事務局より資料７に基づき説明） 

 

スケジュール報告について何かご意見は。 

 

住民説明会では、質問は受け付けるのか。 

 

 住民説明会は、市から計画の説明を行った後、質疑応答という形で、質問を受付

けたいと考えている。 

 

 動画の中で、市へ意見する方法は出しているのか。 

 

 この計画に限らないが、市が計画を作る際は、パブリックコメントということで

計画案について、市民の皆様から広く意見を聞く手続きを定めている。 

その中では、意見を書いて直接窓口へ持参するか、郵便、ＦＡＸ、メール等で送

るという仕組みになっている。 

今回は、計画を読むのが大変、市民説明会に来るのはこの時期で気が引けるとい

う方等に対して、動画を見てもらったうえで、パブリックコメントの手続きに則り、

意見を出してもらえるようにしている。 

 

 ほかに何かありますか。 

 

 動画は、この期間で毎日観ることはできるのか。 

 

 １２月２５日から１月２５日の間、市のＨＰに掲載しており、いつでも見られる

状況になっている。 

 

 ほかに何か。 

動画はできるだけわかりやすくお願いしたい。 

３月上旬に最終の協議会が予定されているが、今はやりのズームでの開催の可能

性はあり得るのか。 

 

 計画の中でもＩＣＴの活用という部分もあるが、委員就任にあたり、動画等を利

用できる環境について、委員の皆様と調整したうえで就任いただいておらず、今回

については、書類を送付してという形を想定している。 
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＜会長＞ 

 

 

 

 

 

４ その他 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

＜会長＞ 

 

５ 閉会 

 

 

 

第９期に向けては、動画を利用できる環境について、調整しながら進めていきた

いと考えている。 

 

 今後の見通しとして、多分１月には感染者が相当出ると思う。状況的に、３月に

協議会を開催することが可能かという話、対面式での開催が可能かという話になる

と、ちょっと難しくなる状況が予想される。 

最終の協議会が書面でいいのかとことは、市でも考えてもらった方がいいのかもし

れない。できなくなる可能性が非常に高いような気がします。 

 

その他、事務局からありますか。 

 

先ほど、スケジュールの話の流れで、動画について、いくつかご質問をいただい

た。動画はなるべくわかりやすく、ポイントを絞ってということで、時間は１０分

程度で、計画をコンパクトに説明するような形で職員がご説明しているので、委員

の皆様にも是非ご覧いただきたい。 

 

 本日の協議事項は終わりました。進行を事務局にお返しいたします。 

 

 松本会長、司会進行ありがとうございました。以上をもちまして、令和２年度第

５回計画推進協議会を終了します。 

 


